
第 1７ 期 決 算 公 告
東京都新宿区西新宿２丁目１番１号

株式会社ジャパンネット銀行

代表取締役社長　小村　充広

(単位：百万円)

224,766 684,730

預 け 金 224,766 普 通 預 金 531,427

60,000 定 期 預 金 139,178

22,916 そ の 他 の 預 金 14,123

12,512 17,177

355,253 462

国 債 43,502 1,662

地 方 債 83,261 12,172

社 債 201,098 1,171

そ の 他 の 証 券 27,390 54

62,039 1,654

証 書 貸 付 1,283 106

当 座 貸 越 60,755 220

765 8

外 国 他 店 預 け 765 43

16,297 702,286

未 収 収 益 1,650

先 物 取 引 差 入 証 拠 金 1,048 37,250

金 融 派 生 商 品 2,463 4,626

そ の 他 の 資 産 11,135 4,626

549 17,307

建 物 187 227

そ の 他 の 有 形 固 定 資 産 361 17,080

6,675 繰 越 利 益 剰 余 金 17,080

ソ フ ト ウ ェ ア 6,674 59,184

そ の 他 の 無 形 固 定 資 産 1 415

162 415

△ 52 59,600

761,886 761,886

外 国 為 替

そ の 他 資 産

退 職 給 付 引 当 金

利 益 剰 余 金

（ 純 資 産 の 部 ）

ポ イ ン ト 引 当 金

負 債 の 部 合 計

役 員 退 職 慰 労 引 当 金

金 融 派 生 商 品

賞 与 引 当 金

資 産 の 部 合 計

評 価 ・ 換 算 差 額 等 合 計

有 形 固 定 資 産

繰 延 税 金 資 産

純 資 産 の 部 合 計

負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計

資 本 剰 余 金

その他有価証券評価差額金

無 形 固 定 資 産

資 本 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

株 主 資 本 合 計

利 益 準 備 金

資 本 準 備 金

未 払 費 用

先 物 取 引 受 入 証 拠 金

金        額科       目 科       目金        額

平成２９年６月２２日

貸借対照表（平成２９年　３月３１日現在）

貸 倒 引 当 金

有 価 証 券

そ の 他 の 負 債貸 出 金

（ 負 債 の 部 ）（ 資 産 の 部 ）

買 入 金 銭 債 権

預 金

そ の 他 負 債

現 金 預 け 金

コ ー ル ロ ー ン

金 銭 の 信 託

資 産 除 去 債 務

未 払 法 人 税 等



科         目 金 額

26,359

9,003

貸 出 金 利 息 7,152

有 価 証 券 利 息 配 当 金 1,541

コ ー ル ロ ー ン 利 息 3

預 け 金 利 息 182

そ の 他 の 受 入 利 息 123

14,063

受 入 為 替 手 数 料 5,895

そ の 他 の 役 務 収 益 8,168

2,358

外 国 為 替 売 買 益 830

国 債 等 債 券 売 却 益 1,418

金 融 派 生 商 品 収 益 109

933

償 却 債 権 取 立 益 19

株 式 等 売 却 益 771

金 銭 の 信 託 運 用 益 1

そ の 他 の 経 常 収 益 139

23,424

329

預 金 利 息 329

11,151

支 払 為 替 手 数 料 2,637

そ の 他 の 役 務 費 用 8,514

83

国 債 等 債 券 売 却 損 83

10,984

875

貸 倒 引 当 金 繰 入 額 18

株 式 等 売 却 損 489

そ の 他 の 経 常 費 用 366

2,934

8

固 定 資 産 処 分 損 8

2,926

854

2

856

2,069

税 引 前 当 期 純 利 益

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税

法 人 税 等 調 整 額

法 人 税 等 合 計

当 期 純 利 益

特 別 損 失

資 金 運 用 収 益

役 務 取 引 等 収 益

そ の 他 業 務 収 益

そ の 他 経 常 収 益

経 常 費 用

資 金 調 達 費 用

役 務 取 引 等 費 用

そ の 他 業 務 費 用

営 業 経 費

そ の 他 経 常 費 用

経 常 利 益

経 常 収 益

　　　　　 　損益計算書　　　
平成２８年　４月　１日から

平成２９年　３月３１日まで
（単位：百万円）



記載金額は百万円未満を切り捨てて表示しております。

重要な会計方針
1. 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価は、満期保有目的の債券については移動平均法による償却原価法（定額法）、その他有価証券に
ついては決算日の市場価格等に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）により行っております。
なお、その他有価証券の評価差額については、全部純資産直入法により処理しております。

2. デリバティブ取引の評価基準及び評価方法
デリバティブ取引の評価は、時価法により行っております。

3. 固定資産の減価償却の方法
（1）有形固定資産

有形固定資産は、建物は定額法、その他は定率法を採用しております。また、主な耐用年数は次のとおりであ
ります。

建　物 １０年～１８年
　 その他 ５年～６年

（2）無形固定資産
無形固定資産は、定額法により償却しております。なお、自社利用のソフトウェアについては、社内における
利用可能期間（５年）に基づく定額法により償却しております。

4. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建資産・負債は、決算日の為替相場による円換算額を付しております。

5. 引当金の計上基準
（1）貸倒引当金

貸倒引当金は、予め定めている償却・引当基準に則り、次のとおり計上しております。
まず、取引先を自己査定に基づき、｢銀行等金融機関の資産の自己査定並びに貸倒償却及び貸倒引当金の監査
に関する実務指針」（日本公認会計士協会銀行等監査特別委員会報告第４号　平成24年７月４日）に規定する、
正常先債権・要注意先債権・破綻懸念先債権・実質破綻先債権・破綻先債権に分類しております。
正常先債権及び要注意先債権に相当する債権については、一定の種類毎に分類し、過去の一定期間における各々
の貸倒実績から算出した貸倒実績率等に基づき計上しております。
破綻懸念先債権に相当する債権については、債権額から担保の処分可能見込額及び保証による回収可能見込額
を控除し、その残額のうち、債務者の支払能力を総合的に判断して必要と認める額を計上しております。
破綻先債権及び実質破綻先債権に相当する債権については、債権額から、担保の処分可能見込額及び保証によ
る回収可能見込額を控除した残額を計上しております。
すべての債権は、資産の自己査定基準に基づき、各部が資産査定を実施し、当該部署から独立したリスク管理
部が査定結果を検証しており、その査定結果に基づいて上記の計上を行っております。

（2）賞与引当金
賞与引当金は、従業員への賞与の支払いに備えるため、従業員に対する賞与の支給見込額のうち、当事業年度
に帰属する額を計上しております。

（3）退職給付引当金
退職給付引当金は、従業員の退職給付に備えるため、「退職給付に関する会計基準」（企業会計基準第26号　
平成24年５月17日）及び「退職給付に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第25号　平成27年
３月26日）に定める簡便法により、当事業年度末における退職給付債務（自己都合要支給額）を計上しており
ます。

（4）役員退職慰労引当金
役員退職慰労引当金は、役員への退職慰労金の支払いに備えるため、内規に基づく当事業年度末の要支給額を
計上しております。

（5）ポイント引当金
ポイント引当金は、「JNBスタープログラム」において顧客へ付与したポイント（JNBスター）の将来の利用に
よる負担に備えるため、未利用の付与済ポイントを金額に換算した残高のうち、将来利用される見込額を合理
的に見積もり、必要と認める額を計上しております。

6. 消費税等の会計処理
消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、有
形固定資産等に係る控除対象外消費税等は当事業年度の費用に計上しております。

追加情報
「繰延税金資産の回収可能性に関する適用指針」（企業会計基準適用指針第26号　平成28年３月28日）を当事業
年度より適用しております。

 



注記事項
（貸借対照表関係）
1. 貸出金のうち、破綻先債権額は１５百万円、延滞債権額は２４８百万円であります。

なお、破綻先債権とは、元本又は利息の支払の遅延が相当期間継続していることその他の事由により元本又は利
息の取立て又は弁済の見込みがないものとして未収利息を計上しなかった貸出金(貸倒償却を行った部分を除く。
以下、「未収利息不計上貸出金」という。）のうち、法人税法施行令(昭和40年政令第97号)第96条第1項第3号の
イからホまでに掲げる事由又は同項第4号に規定する事由が生じている貸出金であります。
また、延滞債権とは、未収利息不計上貸出金であって、破綻先債権以外の貸出金であります。

2. 貸出金のうち、３ヶ月以上延滞債権額は０百万円であります。
なお、３ヶ月以上延滞債権とは、元本又は利息の支払が、約定支払日の翌日から３月以上遅延している貸出金で
破綻先債権及び延滞債権に該当しないものであります。

3. 貸出金のうち、貸出条件緩和債権額は３１百万円であります。
なお、貸出条件緩和債権とは、債務者の経営再建又は支援を図ることを目的として、金利の減免、利息の支払猶
予、元本の返済猶予、債権放棄その他の債務者に有利となる取決めを行った貸出金で破綻先債権、延滞債権及び
３ヶ月以上延滞債権に該当しないものであります。

4. 破綻先債権額、延滞債権額、３ヶ月以上延滞債権額及び貸出条件緩和債権額の合計額は２９６百万円であります。
なお、上記1.から3.に掲げた債権額は、貸倒引当金控除前の金額であります。

5. 担保に供している資産は次のとおりであります。
資金調達、為替決済等の取引の担保として、有価証券６２，６８２百万円及び預け金３３百万円を差し入れてお
ります。
また、その他の資産には、中央清算機関差入証拠金は７,１５６百万円及び保証金敷金は３８９百万円が含まれて
おります。

6. 当座貸越契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた場合に、契約上規定された条件について違反がない限り、
一定の限度額まで資金を貸し付けることを約する契約であります。これらの契約に係る融資未実行残高は、
９２，７５３百万円であります。
これらは全て原契約期間が１年以内のもの又は任意の時期に無条件で取消可能なものであります。
これらの契約は、金融情勢の変化、債権の保全及びその他相当の事由のあるときは、当社が実行申し込みを受け
た融資の拒絶又は契約極度額の減額をすることができる旨の条項が付けられております。また、契約後も定期的
に予め定めている社内手続に基づき顧客の業況等を把握し、必要に応じて契約の見直し、与信保全上の措置等を
講じております。

7. 有形固定資産の減価償却累計額 １，１９９百万円
8. 関係会社に対する金銭債権総額 ７，２０２百万円
9. 関係会社に対する金銭債務総額 ３７，１３５百万円
10.銀行法第18条の定めにより剰余金の配当に制限を受けております。

剰余金の配当をする場合には、会社法第445条第4項（資本金の額及び準備金の額）の規定にかかわらず、当該剰
余金の配当により減少する剰余金の額に5分の1を乗じて得た額を資本準備金又は利益準備金として計上しており
ます。
当事業年度における当該剰余金の配当に係る利益準備金の計上額は、５５百万円であります。

（損益計算書関係）
1. 関係会社との取引による収益　　　　　 

資金運用取引に係る収益総額 ４百万円
役務取引等に係る収益総額 ２７２百万円
その他の取引に係る収益総額 １６２百万円

2. 関係会社との取引による費用　　　　   
資金調達取引に係る費用総額 １百万円
役務取引等に係る費用総額 ２７２百万円
その他の取引に係る費用総額 １，４２２百万円

3. 関連当事者との取引
その他の関係会社の子会社等 （単位：百万円）

（注１）SMBCコンシューマーファイナンス株式会社より各種ローンの保証を受けており、保証料率は、保証履行
　　　　実績等を勘案して交渉により決定しております。
（注２）取引金額及び期末残高には、消費税等を含めておりません。

保証料の支払 3,974
その他の
役務費用

－

科　目 期末残高

その他の
関係会社の
子会社

SMBCｺﾝｼｭｰﾏｰ
ﾌｧｲﾅﾝｽ株式会社

－
当社貸出金の
債務保証

貸出金の
被保証

61,556 － －

種　類 会社等の名称
議決権等の所有
(被所有)割合

関連当事者
との関係

取引の内容 取引金額



（金融商品関係）
1. 金融商品の状況に関する事項

（1）金融商品に関する取組方針
当社は、インターネット専業銀行として、顧客からの預金受入れ及び市場からのコールマネーにより調達を行
い、貸出金及び有価証券の購入等にて運用を行っております。
主として金利変動を伴う金融資産及び金融負債を有しているため、金利変動による不利な影響が生じないよう
に、当社では、資産及び負債の総合的管理（ALM）を行っております。その一環として、デリバティブ取引を
行っております。

（2）金融商品の内容及びそのリスク
当社が保有する金融資産は、主として有価証券（資産全体の46％程度）であります。保有有価証券の主な内訳
は、国債、地方債、財投債、社債及び投資信託であり、主にその他有価証券として保有しておりますが、一部
は満期保有目的の債券として保有しております。これらは、それぞれ発行体の信用リスク、金利の変動リスク、
為替の変動リスク及び市場価格の変動リスクに晒されております。
また、貸出金（資産全体の8％程度）のうち、個人向けの非事業性ローンについては全て保証会社の保証付貸
出金であり、直接的な信用リスクには晒されておりませんが、事業性ローンについては顧客の契約不履行によ
ってもたらされる信用リスクに晒されております。
その他の金融資産として、短期のコールローン及び買入金銭債権を保有しております。
当社の金融負債は、主として預金（負債全体の97％程度）であり、普通預金、定期預金及びその他の預金から
成り立っております。また、コールマネーによる資金調達も行っております。いずれの負債も金利の変動リス
クに晒されております。　
デリバティブ取引は、債券の相場変動のリスクをコントロールする目的で債券先物取引及び金利先物取引を行
い、投資信託の相場変動のリスクをコントロールする目的で株価指数先物取引を行っております。為替リスク
に晒される債券の為替変動のリスクをコントロールする目的で、また、顧客から受け入れた外貨預金のカバー
取引、外国為替証拠金取引及びそのカバー取引として、通貨関連取引を行っております。なお、これらの取引
はいずれもヘッジ会計は適用しておりません。

（3）金融商品に係るリスク管理体制
① 信用リスクの管理

当社では、取締役会において定めた普遍的な基本方針「クレジットポリシー」に従い、信用リスク管理体制
を社内規程に定め、信用リスクのコントロールに努めております。また、資産の健全性を確保し、資産内容
を客観的に反映した正確な財務諸表の作成及び適切な償却引当を行うため、取締役会において自己査定及び
償却引当の規程を定めております。各部門から独立した監査部が、信用リスク管理状況につき定期的に監査
を行い、与信業務の牽制を行うとともに、取締役会等に監査結果の報告を行っております。

② 市場リスクの管理
（ⅰ）金利リスクの管理

当社では、金利リスク管理の対象となる資産・負債を特定した上で、そのポートフォリオから生じる現
在価値変動額に対してリスク量上限を設定し、日次でその遵守状況を管理しております。また、定期的
にイールドカーブの形状変化（フラットニングやスティープニング）に対する現在価値変化の分析も実
施し、資産・負債に与える影響をモニタリングしております。リスクモニタリングにあたっては、フロ
ント・ミドル・バックオフィスの組織的な分離を行ったうえで、業務部門から独立したリスク管理部に
おいて実施する体制としております。モニタリング結果は日次で社内報告を行うとともに、定期的に
ALM委員会や取締役会にも報告し、相互牽制体制を確保しております。

（ⅱ）為替リスクの管理
金利リスク管理と同様、為替リスク管理の対象となる資産・負債を特定した上で、投資額とそのポート
フォリオから生じる現在価値変動額に対してリスク量上限を設定し、日次でその遵守状況を管理してお
ります。
また、定期的に為替の変動に対する現在価値変化の分析も実施し、資産・負債に与える影響をモニタリ
ングしております。

（ⅲ）価格変動リスクの管理
金利リスク管理と同様、価格変動リスク管理の対象となる資産・負債を特定した上で、そのポートフォ
リオの取得原価に対してリスク量上限を設定し、日次でその遵守状況及び時価を管理しております。ま
た、定期的に、ストレス発生時での価格下落に対する時価変化の分析も実施し、資産・負債に与える影
響をモニタリングしております。

（ⅳ）デリバティブ取引
金利リスク管理、為替リスク管理及び価格変動リスク管理の対象となる資産・負債の現在価値変動をコ
ントロールする目的で保有するものについては、金利リスク管理、為替リスク管理及び価格変動リスク
管理の枠組みの中で、それぞれ管理しております。また、外貨預金のカバー取引の状況、外国為替証拠
金取引及びそのカバー取引の状況については、リスク管理部においてモニタリングするとともに、その
結果を日次で社内報告しております。



（ｖ）市場リスクに係る定量的情報
(ア)トレーディング目的の金融商品

当社は、トレーディング目的の金融商品は保有しておりません。
(イ)トレーディング目的以外の金融商品

当社において、主要なリスク変数である金利リスクの影響を受ける金融資産は、コールローン、買入
金銭債権、有価証券のうち満期保有目的の債券及びその他有価証券に分類される債券、貸出金であり、
これらで資産全体の55％程度を占めております。なお、現金預け金、金銭の信託及び貸出金のうち当
座貸越は、期日の定めがないため金利リスク管理の対象に含めておりません。金融負債は、預金であ
り、負債全体の97％程度を占めております。また、デリバティブ取引は、債券先物取引、金利先物取
引であります。
当社では、これらの金融商品について、金利変動によるポートフォリオの現在価値の変化額として
「BPV（ベーシス・ポイント･バリュー：金利が0.01％変化したときの時価評価変化額）」を算定し、
金利変動リスク管理にあたっての定量的分析に利用しております。BPVの算定にあたっては、対象と
なる金融商品を商品分類ごとに、それぞれ金利期日等に応じて適切なキャッシュフローに分解し、当
社が定める期間ごとの金利変動による変化額を用いております。金利以外のすべてのリスク変数が一
定であることを仮定し、平成29年3月31日現在、指標となる金利が１ベーシス・ポイント（0.01％）
上昇したものと想定した場合には、当該金融商品の時価評価額が純額で１４８百万円減少し、１ベー
シス・ポイント（0.01％）下落したものと想定した場合には、純額で１４８百万円増加するものと把
握しております。
当該変化額は、金利を除くリスク変数が一定の場合を前提としており、金利とその他のリスク変数と
の相関を考慮しておりません。

③ 資金調達に係る流動性リスクの管理
当社では、資金調達において、短期資金（O/N～1ｹ月物）への過度の依存を防ぐために、短期の要資金調達
額に対して上限を設定し、日次でその遵守状況をモニタリングしております。また大量の預金流出など緊急
時の資金調達に備えるため、資金化が可能な資産の残高状況についてもモニタリングしております。

（4）金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含ま
れております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった
場合、当該価額が異なることもあります。

2. 金融商品の時価等に関する事項
平成29年3月31日における貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額は、次のとおりであります。

（単位：百万円）

（1）現金預け金

（2）コールローン

（3）買入金銭債権

（4）金銭の信託

（5）有価証券

 満期保有目的の債券

その他有価証券

（6）貸出金

貸倒引当金 （*1）

外国為替

資産計

（1）預金

負債計

デリバティブ取引 （*2）

ヘッジ会計が適用されていないもの

デリバティブ取引計

（*1）貸出金に対応する一般貸倒引当金及び個別貸倒引当金を控除しております。

（*2）その他資産・負債に計上しているデリバティブ取引を、正味の債権・債務の純額で表示しております。
　　 合計で正味の債務となる項目については、（　）で表示しております。

1,292 1,292 － 

1,292 1,292 － 

684,730 685,019 288 

738,202 737,989 △ 212 

684,730 685,019 288 

61,987 61,987 － 

（7） 765 765 － 

62,039 

△ 52 

26,251 26,031 △ 219 

329,002 329,002 － 

12,512 12,512 － 

60,000 60,000 － 

22,916 22,923 7 

貸借対照表
計上額

時　価 差　額

224,766 224,766 － 



（注１）金融商品の時価の算定方法
資　産
（1）現金預け金

満期のない預け金については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としておりま
す。満期のある預け金については、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。
その割引率は、新規に預け金を預け入れる際に適用される利率を用いております。なお、残存期間が短期間
（６ヶ月以内）のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（2）コールローン
コールローンは、残存期間が短期間（６ヶ月以内）であり、時価は帳簿価額と近似していることから、当該
帳簿価額を時価としております。

（3）買入金銭債権
買入金銭債権のうち、貸付債権信託受益権については、取引金融機関から提示された価格によっております。
貸付債権信託受益権に該当しない買入金銭債権は、残存期間が短期間（６ヶ月以内）であり、時価は帳簿価
額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

（4）金銭の信託
金銭の信託については、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。な
お、保有目的ごとの金銭の信託に関する注記事項については、「（金銭の信託関係）」に記載しております。

（5）有価証券
債券は、取引所の価格又は取引金融機関から提示された価格によっております。投資信託は、公表されてい
る基準価格によっております。
変動利付国債については、「金融資産の時価の算定に関する実務上の取扱い」（実務対応報告第25号平成20
年10月28日）を踏まえ、合理的に算定された価額をもって貸借対照表計上額としております。
なお、変動利付国債の合理的に算定された価額は、国債の利回り等から見積もった将来キャッシュ・フロー
を同利回りに基づく割引率を用いて割り引くことにより算定しており、国債の利回り及び同利回りのボラテ
ィリティが主な価格決定変数であります。
また、保有目的ごとの有価証券に関する注記事項については、「（有価証券関係）」に記載しております。

（6）貸出金
貸出金のうち、最終返済期限までの残存期間が短期間（６ヶ月以内）のもの、及び当座貸越で返済期限を設
けていないものは、時価が帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。最終返
済期限までの残存期間が６ヶ月を超えるものは、貸出金の種類ごとに、元利金の合計額を新規貸出を行う際
の利率で割り引いて時価を算定しております。

（7）外国為替
外国為替は、他の銀行に対する外貨預け金（外国他店預け）であります。満期のない預け金であり、時価は
帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

負　債
（1）預金

要求払預金については、決算日に要求された場合の支払額（帳簿価額）を時価とみなしております。
また、定期預金の時価は、将来のキャッシュ・フローを割り引いて現在価値を算定しております。その割引
率は、新規に預金を受け入れる際に使用する利率を用いております。なお、残存期間が短期間（６ヶ月以内）
のものは、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。

デリバティブ取引
デリバティブ取引は、通貨関連取引であり、取引金融機関から提示された価格によっております。

（注２）時価を把握することが極めて困難と認められる金融商品は保有しておりません。

（注３）金銭債権及び満期のある有価証券の決算日後の償還予定額
（単位：百万円）

コールローン

買入金銭債権

有価証券

貸出金（*）

（*）期間の定めのない当座貸越60,755百万円及び破綻先に対する債権等償還予定額が見込めないもの9百万円は
　　 含めておりません。

（注４）その他の有利子負債の決算日後の返済予定額
（単位：百万円）

預金（*）

（*）預金のうち、要求払預金539,893百万円は含めておりません。

－ 合　計 120,466 11,302 5,417 4,432 3,219

120,466 11,302 5,417 4,432 3,219 － 

49,397

1年以内
1年超

3年以内
3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内

10年超

合　計 120,943 76,703 34,549 44,857 91,163

501 277 299 195 － － 

7,126

その他有価証券のうち
満期があるもの

42,258 72,365 33,098 44,661 78,663 36,250

満期保有目的の債券 6,500 － － － 12,500

11,683 4,060 1,151 － － 6,020

60,000 － － － － － 

1年以内
1年超

3年以内
3年超
5年以内

5年超
7年以内

7年超
10年以内

10年超



（有価証券関係）
1. 満期保有目的の債券（平成29年3月31日現在） （単位：百万円）

2. その他有価証券（平成29年3月31日現在） （単位：百万円）

3. 当事業年度中に売却したその他有価証券（自　平成28年4月1日　至　平成29年3月31日）
（単位：百万円）

債券

国債

地方債

社債

外国債券

その他

4. 減損処理を行った有価証券

売買目的有価証券以外の有価証券のうち、当該有価証券の時価が取得原価に比べて著しく下落しており、時価が
取得原価まで回復する見込があると認められないものについては、当該時価をもって貸借対照表計上額とすると
ともに、評価差額を当事業年度の損失として処理（以下「減損処理」という。）することとしております。
当事業年度における減損処理額はありません。
また、時価が「著しく下落した」と判断するための基準は、資産の自己査定基準において、有価証券の発行会社
の区分毎に次のとおり定めております。

破綻先、実質破綻先、破綻懸念先 時価が取得原価に比べて下落
要注意先 時価が取得原価に比べて30％以上下落
正常先 時価が取得原価に比べて50％以上下落

なお、破綻先とは破産、特別清算等、法的に経営破綻の事実が発生している発行会社、実質破綻先とは破綻先と
同等の状況にある発行会社、破綻懸念先とは現在は経営破綻の状況にないが今後経営破綻に陥る可能性が大きい
と認められる発行会社、要注意先とは今後の管理に注意を要する発行会社であります。また、正常先とは破綻先、
実質破綻先、破綻懸念先及び要注意先以外の発行会社であります。

34,591 771 △ 489 

合計 166,399 2,190 △ 573 

13,300 184 － 

23,988 19 △ 67 

87,944 1,086 △ 15 

6,574 127 － 

合計 329,002 328,403 599 

売却額 売却益の合計額 売却損の合計額

その他 13,067 13,466 △ 398 

小計 83,495 85,844 △ 2,349 

社債 27,856 28,127 △ 271 

外国債券 8,900 9,179 △ 279 

貸借対照表計上額が
取得原価を超えないもの

債券

国債

外国債券 5,422 5,405 17 

その他 － － － 

22,684 23,899 △ 1,214 

地方債 10,986 11,172 △ 186 

小計 245,507 242,558 

72,275 70,592 1,683 

社債 146,991 145,843 1,147 
貸借対照表計上額が
取得原価を超えるもの

債券

国債 20,818 20,717 100 

地方債

2,948 

合計 26,251 26,031 △ 219 

種類
貸借対照表

計上額
取得原価 差額

時価が貸借対照表
計上額を超えないもの

社債 18,161 17,924 △ 236 

小計 18,161 17,924 △ 236 

時価が貸借対照表
計上額を超えるもの

社債 8,090 8,107 17 

小計 8,090 8,107 17 

種類
貸借対照表

計上額
時価 差額



（金銭の信託関係）
1. その他の金銭の信託（運用目的及び満期保有目的以外）（平成29年3月31日現在） （単位：百万円）

その他の金銭の信託

（*）「うち貸借対照表計上額が取得原価を超えるもの」「うち貸借対照表計上額が取得原価を

　　 超えないもの」はそれぞれ「差額」の内訳であります。

（税効果会計関係）
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳は、それぞれ次のとおりであります。

繰延税金資産
有価証券償却 百万円
退職給付引当金
未払事業税
繰延消費税
賞与引当金
資産除去債務
貸倒引当金

ポイント引当金
その他

繰延税金資産小計
評価性引当額
繰延税金資産合計
繰延税金負債

その他有価証券評価差額金
その他

繰延税金負債合計
繰延税金資産の純額 百万円

（１株当たり情報）
１株当たりの純資産額 ６９，３０２円８０銭
１株当たりの当期純利益金額 ２，４０６円５２銭

（自己資本比率）
銀行法施行規則第19条の2第1項第3号ロ(10)に規定する単体自己資本比率(国内基準)は、２９．４５％であります。

１８３
１０

１９３
１６２

１３
１８

３５６
－

３５６

６７
５８
４１
３２
１６
１６

12,512 12,512 － － － 

９０

貸借対照表
計上額

取得原価 差額

うち貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えるもの

（*）

うち貸借対照表
計上額が
取得原価を
超えないもの

（*）
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